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１．ユニバーサルサービスの現状と課題



１

■ ＮＴＴ東西のユニバーサルサービスは、ＮＴＳコストの付替に伴う加入電話基本料のコスト増加等

により大幅な赤字（ＮＴＴ東西あわせてＨ１８年度に▲８４９億円）となっています。ＮＴＴ東西は

経営効率化を推進しＮＴＳコストの吸収に努めていますが、都市部を中心に加入電話が急激に減少す

る中でサービスの維持に一定のコストを要する状況にあることから、ＮＴＳコストを全額吸収するこ

とは困難になっています。

１－（１）ユニバーサルサービスの収支状況

（億円）

（億円）
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ＩＰ化の急速な進展
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ユニバーサルサービス収支の推移（ＮＴＴ東西計）

NTSｺｽﾄ

NTSｺｽﾄ

NTSｺｽﾄ

収益

NTSｺｽﾄ

Ｈ２０収入
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（予測）（見込）（実績）（実績）（実績）

◆都市部を中心とした競争の激化により
４年間(H16⇒H20)で▲3,000億円超の
減収。

（収益）

◆ＮＴＳコストの付替によりコストが
増加。

5,032万

4,691万

4,334万

3,962万

3,526万

＜加入電話回線数の推移＞

（計画）

（費用）

（注）ＮＴＳコスト（Non-Traffic Sensitive Cost）とは、
交換機等設備のうち、通信量の増減によって変化しな
い装置等のコストを指します。

*対象サービス
加入電話基本料
第一種公衆電話
（市内・離島通話）

緊急通報



（単位：億円）

償却費等

その他

２

■ 平成１９年度についても一層のコスト削減に努めており、平成１２年度からの７年間で約▲８，０００億

円の費用を削減しています。

（参考１）ＮＴＴ東日本のコスト削減について

ＮＴＴ東日本全社の営業費用の推移 Ｈ１９に実施した主なコスト削減施策

H12年度からの7年間で
約▲8,000億円の削減

業
務
運
営
コ
ス
ト
の
削
減

設
備
コ
ス
ト
の
削
減

○ 採用の抑制による人員のスリム化

○ 物件費全般にわたるコスト削減

○ 設備投資の削減を引き続き継続

○料金・１１６等業務の拠点集約・
アウトソーシング化

○ 退職再雇用の仕組みによる賃金の
大幅な切り下げの継続実施

○ グループ委託費の削減

○ 資産のスリム化の更なる推進

・アウトソーシング会社を含む社員数を
▲5,000人削減
（H18末：4.8万人→H19末：4.3万人）

・＠ビリング利用増による料金請求コストの
抑制

・テレホンカード販売委託費の手数料引下げ

・固定電話網の新規投資の原則停止を継続

・集約に伴い廃止した拠点の建物スペース
を貸付

・遊休不動産売却により保有コストを削減

・ISO14001取得による紙・事務用品・電気使
用料の削減等

（参考）料金・116等業務の拠点集約

27,604

20,593
20,014

25,691

23,038

21,807
20,931

19,577

１１６業務

加入権取扱業務

４３⇒２７拠点

１８⇒ １拠点

料金業務 ７１⇒ ９拠点

１１３業務
同一県内の土休日集約

（先行1県域）

Ｗｅｂ受付業務

代理店業務

２０⇒ ６拠点

１８⇒１４拠点

拠点数の推移等業務

（注）実施内容は、電話サービスの場合
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３

（参考２）固定電話の維持に必要なコストについて

■ ＩＰ化や都市部の競争の進展により加入電話が減少しているものの、メタル加入者回線を維持す

る必要があり、また、新規投資を抑制する中で、老朽化した設備の更改や住宅開発に伴う新規敷設

に対応するために 低限の投資を継続する等、サービスの維持に一定のコストを要する状況にあり

ます。さらに、設備の老朽化に伴うコスト増が懸念されます。
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5,209
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（参考）加入電話回線数

投資額
（億円）

加入系メタルケーブル投資額の推移加入者メタルケーブルの総敷設距離の推移
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～～
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※数値はＮＴＴ東西計



■ こうした中で基金制度が稼動しているものの、現実には、ＮＴＴ東西がユニバーサルサービスの

赤字のほぼ９割弱（７１３億円）を自ら負担し、残りの赤字１３６億円について基金から補填を受

けています。

■ 今後、ＮＴＴ東西が効率化に努めても、都市部における競争の進展やＮＴＳコストの更なる付替

により、ユニバーサルサービスの収支が一層悪化せざるを得ない見込みです。したがって、基金の

補填が抑制される中で、ＮＴＴ東西自身の負担がさらに増加し、結果として、ユニバーサルサービ

スの維持に支障をきたすおそれがあります。

１－（２）ユニバーサルサービスの維持に必要なコストの負担について

４

ユニバーサルサービスの赤字

▲８４９億円（東西計）

残りの赤字

１３６億円

ＮＴＴ東西の負担

７１３億円

基金からの補填

１３６億円

Ｈ１８ユニバーサルサービスコストの負担について

ＮＴＴ東西の負担

が増加

ユニバーサルサービス

の収支悪化

・都市部における競争の進展

・ＮＴＳコストの更なる付替

・基金補填の抑制

・ＮＴＴ東西による効率化



■ 他方、市場における技術革新や競争が進展する中でＩＰ化の流れが加速しており、都市部を中心

に加入電話の減少・ＩＰサービスの拡大が進んでいますが、市場全体のＩＰ化には一定の時間を要

すると想定されます。特に、高コスト地域においては、都市部に比してニーズが少ないことから、

当面の間、加入電話が残るものと想定されます。

５

※・内訳は、総務省公表資料（H20.4.3)より作成
・都市部と高コスト地域の別は、ＬＲＩＣモデルコストに基づく

1,310万〔25％〕

2,690万〔51％〕

570万〔11％〕

680万〔13％〕

〔75％〕

〔25％〕

ＮＴＴ東西の加入電話

ＩＰ電話

他社の直収電話

１－（３）ＩＰ化の進展とユニバーサルサービス

固定電話市場におけるＩＰ電話等の推移

高
コ
ス

ト
地
域

都
市
部
（
低
コ
ス
ト
地
域
）

H19.12H17 H18H16



６

１－（４）高コスト地域への補填額の減少

■ しかしながら、高コスト地域の加入電話サービスは、これまで、(ｱ)メタル加入者回線コストに対するＮＴ

Ｔ東西内の内部相互補助と(ｲ)ＮＴＳコストに対する基金の補填により維持されてきていますが、都市部にお

ける加入電話の減少に伴って、

状況にあり、ユニバーサルサービスを維持していくことが困難となってきています。

したがって、高コスト地域における加入電話サービスを維持していくために必要な補填が確保されるよ

う、現行基金制度を見直すことが必要であると考えます。

①メタル加入者回線コストへの内部補填の原資が、ＮＴＴ東西における低コスト地域の黒字が縮小すること

により減少する

②基金の補填額が、補填対象回線数の縮小及びベンチマーク水準の上昇によって減少する

１
回

線
当

た
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コ
ス

ト

4.9%

低コスト地域
ＮＴＴ東西の加入電話

ベンチマーク水準

コスト

１
回

線
当

た
り

コ
ス

ト

4.9%

低コスト地域
ＮＴＴ東西の加入電話

高コスト地域への補填における都市部の加入電話減少に伴う変化

ベンチマーク水準

全国平均
コスト水準

高コスト地域 ②回線数
の減少

②ベンチマーク
水準の上昇

IP電話
や他社
直収電
話に移
行

高コスト地域の赤字
メタル加入者回線
コストを補填

コスト

高コスト地域

高コスト地域の赤字

ＮＴＳコストに
対する基金の

補填

②補填額
が減少

①補填原資
が減少

これまで 今後

低コスト地域の黒字 低コスト地域の黒字



２．個別論点に対する考え方



■ 加入電話は も低廉な料金により提供されているサービスの１つであり、ユーザの利用形態や国・

自治体の支援策によっては加入電話と同等のサービスが部分的かつ限定的に登場してきているものの、

現時点では、加入電話がユニバーサルサービスに該当すると考えられています。

①加入電話について

２－（１）ユニバーサルサービスの範囲

（円／月・回線〔税込〕）

3,293円

6,995円
6,758円

5,573円

音声通話

音声通話
4,903円

データ
2,092円

データ
5,649円

音声通話
1,109円

データ
3,691円

音声通話
1,883円

ブロードバンドサービス

固定電話・携帯電話・ブロードバンドの月額料金比較（H18ベース） 加入電話と同等のサービス例

ソフトバンクテレコム

・岡山県新見市向け光ＩＰ電話

998円/月
＋固定電話への通話(例)

自網内無料
自網外3分8.3895円

サービス内容 利用料金

７

(出典) 加入電話は、ＮＴＴ東西（基本料・県内通話料）・ＮＴＴコム（県間通話料）の平均的な料金支払額の合計

携帯電話は、情報通信白書における１契約当り売上高

光サービスは、ＮＴＴ東西のＢフレッツ・ひかり電話の利用料とぷららのＩＳＰ利用料の合計

ＡＤＳＬは、ＮＴＴ東西の加入電話基本料及びＡＤＳＬ利用料（東４０Ｍ・西４７Ｍタイプ）とぷららのＩＳＰ利
用料（ＩＰ電話料込み）の合計



■ 第一種公衆電話は、外出時に誰でも利用できるという性格や災害時の通信手段の確保の観点から

必要との意見もありますが、携帯電話の普及により利用が減少（年平均▲17％）しており、社会的

コンセンサスの変化に配意しつつ検討する必要があると考えます。

②第一種公衆電話について

第一種公衆電話（市内通話＋離島通話）の利用状況等の推移（ＮＴＴ東西計）

８

１０．９

万台

１０．９

万台

１０．９

万台

１０２回／月

８７回／月

７０回／月

（万台）
（回／月・台）

１台当りの月間利用回数

設置台数

（▲15％）

（▲20％）



③光IP電話、携帯電話、ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽに関する2010年代初頭以降の普及状況を踏まえた方向性・課題等

■ ＮＴＴ東西は、ブロードバンドの普及拡大に向けて光サービスの提供に努めてきましたが、昨年１１月に、

今後の市場環境等を踏まえ、２０１０年時点の目標数を３０００万から２０００万としたところです。

■ ブロードバンドやその上で提供される光ＩＰ電話については、ユニバーサルサービスの「いつでも、どこ

でも、誰にでも、 低限の通信手段を確保する」という政策目的に鑑み、サービスの普及状況や社会的なコ

スト負担に与える影響等を踏まえつつ、国民利用者のコンセンサスを得ながら、慎重に検討していくことが

必要であると考えます。

■ なお、既存ＩＰ網から次世代ＩＰ網（ＮＧＮ）へのマイグレーションについては、当面、提供エリアを拡

大する中でお客様ニーズに応じて進めていき、その上で２０１２年度末を目途に完了させることを目標とし

ています。従って、ＰＳＴＮの扱いについては、既存ＩＰ網からのマイグレーションの状況を踏まえ、また、

下記の諸課題を検討の上、２０１０年度に概括的展望を公表する考えです。

９

・ＰＳＴＮの交換機（Ｄ７０・新ノード）の活用可能期間

・光化エリアの電話サービスにおける、メタルアクセスのＩＰ対応装置によるＮＧＮ収容と光アクセスによるＮＧＮ収容の経済性比較

・固定電話におけるユニバーサルサービス基金制度

・政府、自治体によるデジタルディバイド対策の方向性 等

（参考）光アクセスの純増数の推移〔東西計〕

2008年度

（Ｈ20）
2009年度

（Ｈ21）
2010年度

（Ｈ22）
2006年度

（Ｈ18）
2007年度

（Ｈ19）
2005年度

（Ｈ17）
2004年度

（Ｈ16）

200万

400万

84万

878万
1,000万

82万

175万

266万
270万

（
契

約
数

）

（
純

増
数

）
166万

342万

608万

2,000万

：純増数

：契約数



■ ＩＰ化の進展に伴い、都市部の新築マンションにおいてデベロッパから光ＩＰ電話のみの提供を

要望されるケースや、一部の地域において自治体が光ＩＰ網を整備し、光ＩＰ電話への移行を促進

するケース等、必ずしも加入電話の提供を求められない事例が部分的かつ限定的に登場してきてい

ます。

ＩＰ化のさらなる拡大に伴い、このような事例が増加することが予想されることから、今後の環

境変化を踏まえた制度設計について引き続き検討していく必要があると考えます。

２－（２）適格電気通信事業者の要件〔加入電話を全ての世帯に対して提供可能とする〕

現状 今後の環境変化

１０

メタル加入者回線

光ファイバ

NTT収容局

現在、加入電話と
光ＩＰ電話を双方
提供

メタル加入者回線

光ファイバ

NTT収容局

マンション内の全ての
世帯に対して光ＩＰ電
話のみを提供



■ 本来、全国平均コストを上回る高コスト地域（約２５％）を補填対象とする必要があると考えます

が、現行の補填対象の地域は「２σ」以上の著しく高コストの地域（4.9％ (注)）に限定されています。

■ しかしながら、現行の算定方法は、ＩＰ化や都市部の競争の進展により加入電話が減少する中で、

高コスト地域のサービス維持に必要な補填を確保できないおそれがあることから、次ページ以降に説

明する２つの点に関して見直しが必要であると考えます。

(ｱ)加入電話基本料のコスト算定方法について

２－（３）コストの算定方法

①算定方法の見直し

採算地域

採算地域・不採算地域における基本料の１加入当り収入・費用単金等の状況（Ｈ１８・ＬＲＩＣモデルベース、ＮＴＴ東西計）

不採算地域

加入数3,280万(75％) 加入数1,230万(25％)

費用単金
1,369円

費用単金

3,669円

ＮＴＳコスト
の付替により
費用が増加

赤字
拡大

黒字
縮小

1,706円

収入単金

ＮＴＳコスト
の付替により
費用が増加競争の激化に

より減収

1,812円

収入単金

１１

（注）昨年度の制度見直しにより、高コストの補填対象地域はコスト単価が「２σ」以上の地域（約1.3％）に見直されています。



■ 現行の算定方法は、都市部の加入電話の減少に伴って、

①高コスト地域の回線数が減少するとともに、

②ベンチマーク水準が上昇する

ことにより、補填額が減少するという問題を抱えています。

■ 従って、都市部の加入電話減少の影響を受けないよう、高コスト地域の回線数規模とベンチマーク水準

を基金稼動開始時の水準に補正することが必要です。

ＮＴＴ東西の加入電話

4.9%

ＮＴＴ東西の加入電話

4.9%

従来

１２

＜見直し意見＞

高コスト地域の
回線数

１
回

線
当

た
り
コ
ス

ト

加入者回線コスト
（平均コスト）

NTSコスト（地域別）

IP電話
や他社
直収電
話に移
行

②ベンチマーク
水準が上昇

１
回

線
当

た
り
コ
ス

ト

加入者回線コスト
（平均コスト）

NTSコスト（地域別）

全国平均コスト

ベンチマーク水準
(全国平均+2σ）

①回線数
が減少

①高コスト地域のＮＴＳコストに対する現行の補填について、回線数とベンチマーク水準の算定のあり方を見直し

現在

現行の算定方法の問題点

補填額が
減少

補填額



■ 現在、メタル加入者回線コストは、補填額算定上、補填対象コストに含まれていないため、ＮＴＴ東西内

の内部相互補助により高コスト地域の赤字を補填しています。

■ ＩＰ化や都市部の競争が進展する中で、都市部の加入電話がメタル加入者回線を利用しない他のサービス

に移行しており、その結果、

１３

②高コスト地域のメタル加入者回線コストに対する補填について、内部相互補助から基金補填に見直し

＜見直し意見＞

①低コスト地域の回線数のウェイト低下に伴って、加入電話の平均コストが上昇する、

②高コスト地域の維持コストについて、都市部の加入電話が負担する一方で、他の同等なサービスは負担し

ていないため、都市部の加入電話の負担が相対的に増している、

といった問題が拡大しています。

他ｻｰﾋﾞｽ網

低コスト地域 高コスト地域

ＮＴＴ加入電話
IP電話・
他社直収電話

高コスト地域の
コストを負担

高コスト地域のメタル加入者回線コストの負担

1,255円

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

加入電話の平均コストの推移（NTT東西平均）

（円/月）

低コスト地域の回線数のウェイト低下に伴い、
１回線当りコストが上昇

高コスト地域のコスト
を負担していない

1,200 

1,220 

1,240 

1,260 

1,222円

1,229円

（注）ﾄﾞﾗｲｶｯﾊﾟ接続料の値である。

補填額算定上のメタル加入者
回線コストの扱い

１
回
線
当
り
コ
ス
ト
水
準

高コスト地域

ＮＴＴ東西の加入電話

低コスト地域

地域別の
コスト水準

赤字を内部
補填

高コスト地域
の赤字

低コスト地域の黒字

補填額算定上
は平均コスト



■ こうした問題は、都市部の加入電話の減少に伴って、低コスト地域の加入電話の黒字が減少するために、

高コスト地域におけるメタル加入者回線の維持コストへの補填原資が減少していくことに起因するものです。

■ 従って、現行の内部相互補助の仕組みが困難となりつつある点を踏まえ、メタル加入者回線コストについ

て、補填額算定上、ＩＰ化や都市部の競争の進展に伴い賄えなくなる維持コストを補填対象コストに含め、

ＮＴＴ東西が負担する現行の仕組みから、基金を通じて全ての事業者が広く薄く負担する仕組みに見直すこ

とが必要であると考えます。

１４

従来 現在

ＮＴＴ東西の加入電話

メタル加入者回線の
平均コスト水準

１
回
線
当
り
コ
ス
ト
水
準

高コスト地域
の赤字

高コスト地域低コスト地域

１
回
線
当
り
コ
ス
ト
水
準

IP電話
や他社
直収電
話に移
行

高コスト地域
の赤字

ＮＴＴ東西の加入電話

高コスト地域低コスト地域

補填原資
が減少

メタル加入者回線コスト
（地域別コスト）

メタル加入者回線コスト
（地域別コスト）

メタル加入者回線コストにおける実際の補填の仕組みと補填原資の減少

赤字を内部

補填

低コスト地域の黒字 低コスト地域の黒字減少



■ 以上のとおり、ＩＰ化や都市部の競争が進展する中での対応策として以下の２点に関して見直しが必要

であると考えており、具体的な補填額算定方法については下図のとおりです。

１５

①高コスト地域のＮＴＳコストに対する
現行の補填

１
回

線
当

た
り
コ
ス

ト

ＮＴＴ東西の加入電話 4.9%

メタル加入者回線コスト
（平均コスト）

NTSコスト

現行 見直し後

１
回

線
当

た
り
コ
ス

ト

メタル加入者回線コスト（地域別コスト）

NTSコスト

（低コスト地域）

（高コスト地域）

ＮＴＴ東西の加入電話

（高コスト地域）

（低コスト地域）

基金稼動開始時のベンチマーク水準

加入電話減少後のベンチマーク水準

基金稼動開始時

IP電話
や他社
直収電
話に移
行

IP電話
や他社
直収電
話に移
行

補填額
が減少

②メタル加入者回線コスト
を補填対象コストに含める

具体的な補填額算定方法（イメージ）

＜まとめ＞

補填額算定方法の見直しの内容

メタル加入者回線コストを補填対象コストに含め、ＩＰ化や都市部の競争の
進展により賄えなくなる維持コストについて基金から補填

②高コスト地域のメタル加入者回線コスト
に対する補填

高コスト地域の回線数とベンチマーク水準を基金稼動開始時の水準に補正

(B)メタル加入者回線
コストのうち、IP化や
都市部の競争の進
展により賄えなくな
る維持コスト部分

(A)NTSコストへの補填 補填額

基金稼動開始時のベンチマーク水準

加入電話減少後のベンチマーク水準

基金稼動開始時

① 基金稼動開始時
の水準に補正

BA

(A)NTSコストへの補填

A



■ 将来像研究会報告書では、都市部の加入電話減少に伴う補填額の減少を補正するために、加入電話回線

数にＩＰ電話回線数（新規利用分を除く）を加算する方法が示されています。

しかしながら、ユニバーサルサービス制度を固定電話に相当するサービスの体系として捉える場合、技

術や事業者に差を設けず、全てのサービスを対象とすることにより整合性を保つ必要があると考えます。

ＮＴＴ東西の
加入電話

加入電話からの移行について

１６

＜将来像研究会報告書で示されたＩＰ電話回線数の補正による補填額算定方法見直しに対する弊社意見＞

ＮＴＴ東西の
加入電話

他社直収電話

高コスト地域
4.9%高ｺｽﾄ地域

当初設定した高コスト地域

全てのサービスを対象とすること
により整合性を保つことが必要

基金稼動当初 都市部の加入電話の移行後

ＩＰ電話

（再）新規利用分



(ｲ)公衆電話、緊急通報についての補填の在り方

■ 公衆電話や緊急通報は、ユニバーサルサービスとして維持することが必要とされる場合には、

サービス提供そのものが構造的な赤字となっていることから、現行の「収入－費用」方式により

サービス提供に必要なコストを補填する仕組みを継続することが必要であると考えます。

収入/
費用

収入

費用

赤字

低コスト地域 高コスト地域

「収入－費用」方式による補填対象コストの範囲

１７

構造的な赤字となっており、
サービス維持のためには収入
と費用の差額を補填すること
が必要

諸外国における公衆電話の補填額算定方法

算定方法

フランス 「収入－費用」方式

イタリア 「収入－費用」方式

オーストラリア 「収入－費用」方式



②利用者負担を抑制する観点からのコスト算定方法の考え方

■ 利用者負担を抑制する目的から昨年度実施された「き線点ＲＴ～ＧＣ間中継伝送路コスト」の回収方法の見

直しを踏まえ、Ｈ１９の基金補填額とＨ２０の固定電話接続料が定められ、当時の審議会答申の想定の範囲内

で推移しています。（続く）

高コスト地域低コスト地域

4.9％

全国平均コスト

回線当り
コスト

全国平均コスト
＋２σ

加入者回線等コスト〔平均コスト水準〕

ＮＴＳコスト（SLIC・き線点RT等）

NTSｺｽﾄ（き線点RT～GC間伝送路）
見直し前

見直し後

基金の番号単価
の推移

H18認可分
（H19交付）

７円

６円
８円

１８円

１２円

（円/番号）

H19認可分
（H20交付）

H20認可分
（H21交付）
＜NTT試算＞

見直し前の番号単価

見直し後の番号単価

＜審議会答申の推計＞

固定電話接続料(GC接続料）
の推移

（円/3分）

5.32円
5.05円

4.69円

H17 H18 H19 H20 H21 H22

4.3～
4.5円

4.2～
4.5円

4.7～
5.3円

4.53円

１８

＜補填対象コスト＞

審議会答申

の想定の範

囲内で推移

H19 H20 H21 H22 H23H18H17H16

100%

100%
80%

80% 60%

60% 40%

40%

20%
0%

20%

40%

60%

80%

上記以外のＮＴＳコスト
（ＳＬＩＣ、き線点ＲＴ等）

20%⇒40%

0%⇒60%
0%⇒80%

き線点RT～GC間中継伝送路
コストを接続料に戻す

0%⇒100%

補填対象コストを、高コスト地域の「全国平均コストを超える」部分から
「全国平均コスト＋２σを超える」部分に縮小

加入電話基本料の補填額見直し

ＮＴＳコストである「き線点ＲＴ～ＧＣ間中継伝送路コスト」（現実のＲＴ設置
ビル分）を接続料で回収。激変緩和措置としてＨ２０は２０％を加算

接続料で回収するＮＴＳコスト

100%接続料の
負担割合 NTSｺｽﾄ（き線点RT～GC間伝送路）



■ 今後、都市部における加入電話の減少に伴い、高コスト地域のサービス維持が一層困難になっていくと考

えられ、こうした中で、現行の基本料水準で中継ネットワーク設備の伝送路コストを負担することは極めて

困難です。

■ また、ドライカッパ電話事業者は、中継ネットワーク設備の伝送路コストを接続料で回収しているため、

ＮＴＴ東西のみが同様な設備のコストを基本料で回収する場合には、相互に接続する直収電話事業者間で接

続料により回収・負担するコストの範囲について同等性が確保されない可能性があると考えます。

（続く）

現実の
ＵＣビル

（ＴＳ）
（ＮＴＳ）

接
続
料
で
回
収

基
本
料
で
回
収

現実の
ＲＴビル

（ＴＳ）

ＮＴＴ東西（ＬＲＩＣモデル）における中継伝送路コストの回収

１９

中継伝送
路コスト

ＧＣ交換機

局ＲＴ

き線点
ＲＴ

局ＲＴ

き線点
ＲＴ

き線点ＲＴ～ＧＣ間
中継伝送路コスト

引き続き基本料
で負担

（参考）ＮＣＣのドライカッパ電話の場合

き線点ＲＴ～ＧＣ間中継伝送路コスト
（基金見直し時に接続料に戻入れ）

交換機

現実の
ＵＣビル

（ＴＳ）

局ＲＴ

（ＴＳ）

局ＲＴ

中継伝送
路コスト

接
続
料
で
回
収

基
本
料
で
回
収

現実の
ＲＴビル

（ＮＴＳ）



■ ＮＴＳの中継伝送路コストのあり方は、基金負担の多寡を踏まえ、接続料で負担するか、あるいは、基本

料で負担するかという選択の結果、生じるものとなっています。

■ しかしながら、接続料の上限値（ＧＣ接続料で3分5.3円）は、「平成17年度以降の接続料算定の在り方」

答申（H16年10月）において、当時、市内通話市場における競争確保の観点から、ＮＴＴ東西のマイラインを

利用し地域網両端２回分の接続料を支払うことを前提に推計されたものです。

現在の市場の実態は、接続事業者がドライカッパ電話等の提供によりＮＴＴ東西網に依存しないサービス

に移行しており、ＮＴＴ東西と相互に接続料を払いあう等、当時想定していた市場の状況と大きく異なる環

境になっています。

■ したがって、当時想定した接続料の上限値に対して一定の見直しが許容される状況にあることを踏まえ、

基金の利用者負担の抑制という目的を達成するためには、「き線点ＲＴ～ＧＣ間中継伝送路コスト」を当面、

接続料で回収せざるを得ないと考えます。

NTT交換機 NTT交換機

◎ ◎

ＮＣＣコスト

NTT東西網 NTT東西網NCC網

接続料接続料

接続料支払に関する市場環境の変化

ＮＣＣによる
通話サービス

コストH16当時
ﾏｲﾗｲﾝ
を利用

２０

ＮＣＣコスト 接続料接続料

現在
ﾄﾞﾗｲｶｯﾊﾟ
電話等

ＮＣＣ網へ

＜発信＞ ≪着信≫

不要

H16.12末 H17.12末

ﾏｲﾗｲﾝ

ドライカッパ電話

949万

759万

610万

207万

371万

474万 468万

H18.12末 H20.3末

※ＩＰ電話への
移行数は含
まない。

ﾄﾞﾗｲｶｯﾊﾟ電話事業者に
おける契約数の推移

ＧＣ接続料 ＩＣ接続料

4.69円

6.55円6.82円

ＮＴＴ東西の接続料

ドライカッパ電話
事業者の接続料
（事業者平均）

ﾄﾞﾗｲｶｯﾊﾟ電話事業者と
NTT東西のH19接続料
の比較(円/3分間)

相互に支払

市
場
環
境
の
変
化



２－（４）コストの負担方法

①コストの負担方法（拠出方法）の見直し

■ 電気通信番号数に応じて負担する現行の方式は、外形的な把握が容易であり、検証可能性・簡

素性が高い仕組みとなっていることから、継続することが適切であると考えます。

②利用者転嫁

■ ＮＴＴ東西は基金に拠出している一方、ユニバーサルサービスの赤字のほぼ９割弱をＮＴＴ東

西自身が負担し、残りの赤字について基金の補填を受けている状況にあることから、ユニバーサ

ルサービスを引き続き確保できるよう、自らの拠出相当額をお客様にご負担いただいています。

２１

Ｈ１８ユニバーサルサービスコストの負担について

ＮＴＴ西日本

他の固定電話、携

帯電話等の事業者

他の電話会社のお客様
他の電話会社

23億円を拠出 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ東日本のお客様

22億円を拠出

91億円を拠出

お客様に「ユニバーサル

サービス料」としてご負

担いただいています

毎月の電話番号利用数

に応じて、１電話番号

当り６円を拠出

（注）1.事業者別の拠出額は、平成19年6月末の電話番号利用数に基づく試算値。

2.ＮＴＴ東日本・西日本の拠出額は、予め相殺される自社負担分を含む。

ユニバーサルサービスの赤字▲８４９億円

残りの赤字 １３６億円

ＮＴＴ東西の負担

７１３億円

基金からの補填１３６億円

ＮＴＴ西日本のお客様



２２

お客様にお送りしているご案内

■ 弊社は、お客様のご負担にあたり、周知を広く行うとともに、携帯電話への通話料の値下げや＠
ビリングの割引額の拡大を実施する等、お客様負担の軽減に努めているところです。

・＠ビリングによる加入電話・ＩＮＳネットの基本料割引額の拡大

H19年1月の値下げ額

▲ 4.5円（52.5円→48円）

▲ 4.5円（57円→52.5円）

▲10.5円（63円→52.5円）

H19年1月の値下げ額

▲10円（▲100円→▲110円）基本料割引額

・固定電話から携帯電話への通話料金値下げ（加入電話発の場合）

（注）料金は３分間通話した場合の額〔税抜〕

ドコモ着

au着

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ・TU-KA着

ユニバーサルサービス料の設定にあわせて実施した料金値下げ

（注）＠ビリングとは、口座振替のお知らせなどを、郵送（書面）による
ご案内に代えてWeb上でお知らせするサービスです。



２－（５）基本料の取扱い

■ ＮＴＳコスト付替によるコスト上昇分を基本料値上げにより転嫁することは、競争事業者が都市

部を中心に多くのユーザを獲得している現状を踏まえる必要があると考えます。

また、級局格差の是正は、特に地方部の料金が値上げになることから、慎重な検討が必要である

と考えます。

1,700
1,550

1,450

（円/月）

加入電話・住宅用（ダイヤル回線）の基本料比較

２３

150円差 250円差

（東京、大阪等） （青森、高知等） （夕張、対馬等）

※料金額は税抜



■ 新潟県中越沖地震での対応（Ｈ１９年７月） ■ 自衛隊との訓練（朝霞駐屯地 Ｈ２０年２月）

（参考） ユニバーサルサービスの維持に向けた取り組み

２４
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